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雇用・障害・共生・生活保護
―思いがけない経験を行政に生かしてー

村木厚子
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少子化の進行と人口減少社会の到来
○ 平成24年は、出生数103万7101人、合計特殊出生率1.41。平成17年に1.26と過去最

低を記録してから微増傾向にあるが、なお楽観できない状況。

○ 平成17年には死亡数が出生数を上回り、我が国の人口は減少局面に入った。
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第1次ベビーブーム
（昭和22～24年）
最高の出生数

2,696,638人

昭和41年
ひのえうま

1,360,974人

第2次ベビーブーム
（昭和46～49年）

2,091,983人

1.57ショック（平成元年）
1,246,802人

4.32

1.58

2.14

1.57 1.26

総人口（千人） 出生数・死亡数（千
人）

資料：厚生労働省「人口動態統計」、総務省「平成23年10月１日現在推計人口」

平成24年

最低の出生
数

1,037,101人

注１：出生数及び死亡数については、日本における日本人の数値
注２：総人口については、日本における外国人を含む。
注３：総人口の増減は、自然増減（出生数及び死亡数）のほか、社会増減（国内外
の流入ああ・流出）等を含む。

1.41

平成17年

最低の合計
特殊出生率
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23.6万人48.2万人
（1.35）

74.9万人
（1.34）

107万人
（1.39）

１
年
間
の
出
生
数
（率
）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」（出生中位、死亡中位の場合）
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1億1,662万人

8,674万人

4,286万人

2,948万人

3,685万人

3,464万人

1,770万人

2,126万人

4,418万人

6,730万人

8,174万人

791万人1,204万人1,684万人

今後の我が国の人口構造の急速な変化
～日本の将来推計人口（平成24年1月推計）～

○ 我が国の合計特殊出生率は、2005年に1.26と過去最低を更新。人口減少が始まった。

○ 平成24年１月人口推計（中位）によれば、2060年に産まれる子ども数は現在の約５割、高齢化率は
現在の約２倍（39.9%）、生産年齢人口（15～64歳）も現在の２分の１近くに急激に減少する。

※

391万人

死
亡
数

86.4万人153.6万人161万人
119.7万人
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○ 女性の社会進出が進んでいる国ほど、合計特殊出生率も高い傾向にある。

OECD加盟24か国における合計特殊出生率と女性労働力率

（注)１「労働力率」は、労働力人口（＝就業者＋失業者）を人口で割った比率であり、労働

市場改革専門調査会第1次報告における「就業率（＝就業者／人口）」とは異なる。

２ 日本の2030年の労働力率は、JILPT「2007年度需給推計研究会」における推計結果を

もとに、雇用政策研究会において検討したものであり、各種施策を講じることにより、

女性の労働市場への参加が実現すると仮定した「労働市場への参加が進むケース」。
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（資料出所）ＩＬＯ“ＬＡＢＯＲＳＴＡ” 総務省統計局「労働力調査」
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65歳以上高齢者の増加数
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資料：「日本の将来推計人口」（平成18年12月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果より作成
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（%）

資料：平成22年度 国民生活選好度調査

ボランティア活動等に参加している人の割合

○ ボランティア活動等に参加している人の割合は、男性は年齢が高くなるにつれて
上昇傾向

6666



2013/7/10

4

○ 高齢者の社会的孤立化がみられる
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資料：内閣府「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」（平成22年）

（注）上記以外の回答は「毎日」または「わからない」
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資料：内閣府「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」（平成22年）

％

＜会話頻度＞あなたは普段どの程度、人（同居の家族
を含む）と話しますか？（電話やEメールも含む）

困ったときに頼れる人がいない人の割合
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（公布日施行）

１）目的規定の見直し１）目的規定の見直し１）目的規定の見直し１）目的規定の見直し（第１条関係）
・全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全て
の国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する。

２）障害者の定義の見直し２）障害者の定義の見直し２）障害者の定義の見直し２）障害者の定義の見直し（第２条関係）
・身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁（障害がある者にとって障
壁となるような事物・制度・慣行・観念その他一切のもの）により継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。

３）地域社会における共生等３）地域社会における共生等３）地域社会における共生等３）地域社会における共生等（第３条関係）
１）に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさ
わしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図る。
・全て障害者は、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
・全て障害者は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
・全て障害者は、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手
段についての選択の機会の拡大が図られること。

４）差別の禁止４）差別の禁止４）差別の禁止４）差別の禁止（第４条関係）
・障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
・社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、その実施について必要かつ合理的
な配慮がされなければならない。
・国は、差別の防止を図るため必要となる情報の収集、整理及び提供を行う。

５）国際的協調５）国際的協調５）国際的協調５）国際的協調（第５条関係）
・１）に規定する社会の実現は、国際的協調の下に図られなければならない。

６６６６）国民の理解）国民の理解）国民の理解）国民の理解（第７条関係）/国民の責務国民の責務国民の責務国民の責務（第８条関係）
・国及び地方公共団体は、 ３）から５）までに定める基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を実施。
・国民は、基本原則にのっとり、１）に規定する社会の実現に寄与するよう努める。

７７７７）施策の基本方針）施策の基本方針）施策の基本方針）施策の基本方針（第10条関係）
・障害者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じて施策を実施。
・障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める。

総則関係総則関係総則関係総則関係

障害者基本法の一部を改正する法律【概要】 平成23年７月29日成立
平成23年８月５日公布

8888
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17＜障害者の数（千人）＞

障害者雇用の状況

○ 民間企業の雇用状況 実雇用率実雇用率実雇用率実雇用率 1.691.691.691.69％％％％ 法定雇用率達成企業割合法定雇用率達成企業割合法定雇用率達成企業割合法定雇用率達成企業割合 46.846.846.846.8％％％％
○ 法定雇用率には届かないものの、雇用者数は９年雇用者数は９年雇用者数は９年雇用者数は９年連続で過去連続で過去連続で過去連続で過去最高最高最高最高。障害者雇用は着実に進展。

（平成24年6月1日現在）

（注）平成22年度の改正前の制度に基づいて実雇用率を推計した場合、 平成23年度は1.75％、平成24年度は1.79％である。

（注）

（注）

被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移

生活保護受給者数は215万人であり、一昨年に過去最高を更新して以降増加傾向が続いている。
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資料：被保護者調査より保護課にて作成（平成24年３月以前の数値は福祉行政報告例）
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（注）東日本大震災の影響により、平成２３年３月から８月の失業率については、岩手県・宮城県・福島県を除いた数値を用いている。
（資料）被保護者調査［平成24年３月以前の数値は福祉行政報告例（平成23年４月以降の数値は速報値）］、労働力調査（総務省）
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世帯類型の定義世帯類型の定義世帯類型の定義世帯類型の定義
高齢者世帯：男女とも65歳以上(平成17年３月以前は、男65歳以上、女60歳以上）の者のみで構成されている世帯か、これらに18歳未満
の者が加わった世帯
母子世帯：死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない65歳未満

（平成17年３月以前は、18歳以上60歳未満）の女子と18歳未満のその子（養子を含む。）のみで構成されている世帯
障害者世帯：世帯主が障害者加算を受けているか、障害・知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯
傷病者世帯：世帯主が入院（介護老人保健施設入所を含む。）しているか、在宅患者加算を受けている世帯、若しくは世帯主が傷病の
ため働けない者である世帯
その他の世帯：上記以外の世帯

◆平成14年度

◆平成25年２⽉（概数）

世帯世帯世帯世帯類型別の保護世帯数類型別の保護世帯数類型別の保護世帯数類型別の保護世帯数と構成割合のと構成割合のと構成割合のと構成割合の推移推移推移推移

１０年度前と比較すると、特に稼働年齢層と考えられる「その他の世帯」の割合が大きく増加。

被保護世帯 高齢者世帯 ⺟⼦世帯 傷病・障害者
世帯

その他の
総数 世帯

世 帯 数 869,637 402,835 75,097 319,302 72,403

構成割合（％） 100 46.3 8.6 36.7 8.3 

被保護世帯 高齢者世帯 ⺟⼦世帯 傷病・障害者
世帯

その他の
総数 世帯

世 帯 数 1,567,763 683,353 115,922 478,557 289,931
構成割合（％） 100 43.6 7.4 30.5 18.5 

（参考）
その他の世帯のうち、年齢階級別
にみた世帯員の構成割合

・20～29歳： 5.3％
・50歳以上：53.5％

（平成23年）

資料：平成14年度福祉⾏政報告例

資料：被保護者調査（平成25年２⽉概数）

約４倍増
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49.6%
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0.7%
0.7%

0.9% 1.0% 1.0% 1.0%

1.2%
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25,942 26,333 26,175 27,006 
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資料：生活保護費負担金事業実績報告
※１ 施設事務費を除く
※２ 平成23年度までは実績額、24年度は補正後予算額、25年度は当初予算額
※３ 国と地方における負担割合については、国3/4、地方1/4

（年度）

○ 生活保護費負担金（事業費ベース）は3.8兆円（平成25年度当初予算）。

○ 実績額の約半分は医療扶助。

生活保護費負担金（事業費ベース）実績額の推移生活保護費負担金（事業費ベース）実績額の推移生活保護費負担金（事業費ベース）実績額の推移生活保護費負担金（事業費ベース）実績額の推移

（億円）

生活扶助
12,090

住宅扶助
5,384

介護扶助
707

医療扶助
16,432

その他の
扶助
403

13

新たな生活困窮者対策の背景①

○ 生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至る前の生活保護に至る前の生活保護に至る前の生活保護に至る前の
自立支援策の強化自立支援策の強化自立支援策の強化自立支援策の強化を図るとともに、生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることの
ないようにすることが必要であり、生活保護制度の見直しと生活困窮者対策の一体実施が生活保護制度の見直しと生活困窮者対策の一体実施が生活保護制度の見直しと生活困窮者対策の一体実施が生活保護制度の見直しと生活困窮者対策の一体実施が
不可欠。不可欠。不可欠。不可欠。

【主な対象者】

・福祉事務所来訪者のうち生活保護に至らない者は、高齢者等も含め年間約40万人(平成23年

度推計値)）

（参考：その他生活困窮者の増加等）
・非正規雇用労働者 平成12年：26.0％ →平成24年：35.2％

・年収200万円以下の給与所得者 平成12年：18.4％ →平成23年：23.4％
・高校中退者：約5.4万人(平成23年度)、中高不登校：約15.1万人(平成23年度)

・ニート：約60万人(平成23年度）、引きこもり：約26万世帯(平成18年度厚労科研調査の推計値)

・生活保護受給世帯のうち、約25％ (母子世帯においては、約41％)の世帯主が出身世帯も生活
保護を受給。(関西国際大学道中隆教授による某市での平成19年度の調査研究結果)

（１）現在生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者

（２）生活保護受給者のうち生活保護からの脱却が可能な層

・生活保護受給者のうち、稼働年齢層で就労支援が必要とされる者は約３６．９万人(平成23年度)

（参考）生活保護を新規に開始した者のうち、稼働年齢層で就労支援が必要な者は約８.８万人(平
成23年度推計値)

14
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【これまでの支援】
○ 自治体とハローワークが一体となった就労支援（平成17年度から実施）
・「福祉から就労」支援事業 【実績】就職率５４．５％（平成２３年度）

○ 自治体独自の多様な就労支援
・ 生活保護受給者に対し、民間団体や地域と連携し、生活訓練・社会訓練・技術習得訓練を一
体的に実施（横浜市）
【実績】就労率 ６０．４％（平成２３年１０月～平成２４年３月）

○ 居住の確保
・ 住宅支援給付(平成25年度までの時限措置)の支給（平成21年度第1次補正予算等において措置、
緊急雇用創出事業臨時特例基金として実施） 【実績】常用就職率 ５８．５％（平成2４年度）

○ 貸付・家計相談
・ グリーンコープ生協においては、きめの細かい生活相談に併せて貸付を実施
【実績】平成23年度末までの貸倒率 ０．９７％

○ 子ども・若者への学習支援、養育支援、居場所づくり、就労支援
・ 被保護世帯の中学生及びその保護者等を対象に進学の助言等を行うとともに、学生ボラン
ティアによる学習支援を実施（埼玉県）
【実績】参加者の高校進学率 ９７．0％（平成２３年度） （参考）被保護世帯全体：８９．５％

・ 地域若者サポートステーションによる就労支援（平成18年度から実施）
【実績】就職等進路決定者数 １万２千人（平成２３年度）

【指摘されている課題】

○ 一部の自治体のみの実施

○ 各分野をバラバラに実施

○ 早期に支援につなぐ仕組みが欠如

新たな生活困窮者対策の背景②
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社会保険制度社会保険制度社会保険制度社会保険制度
労働保険制度労働保険制度労働保険制度労働保険制度

○○○○生活困窮者対策生活困窮者対策生活困窮者対策生活困窮者対策
求職者支援制度求職者支援制度求職者支援制度求職者支援制度

（（（（H23.10H23.10H23.10H23.10～）～）～）～）

【第
１
の
ネ
ッ
ト
】
【第
２
の
ネ
ッ
ト
】
【第
３
の
ネ
ッ
ト
】

生活保護制度の見直し生活保護制度の見直し生活保護制度の見直し生活保護制度の見直し

及び生活困窮者対策及び生活困窮者対策及び生活困窮者対策及び生活困窮者対策

に 総 合的 に取 り組むに 総 合的 に取 り組むに 総 合的 に取 り組むに 総 合的 に取 り組む

生活保護制度の見直し生活保護制度の見直し生活保護制度の見直し生活保護制度の見直し及び及び及び及び生活困窮者対策生活困窮者対策生活困窮者対策生活困窮者対策に総合的に取り組むとともに、に総合的に取り組むとともに、に総合的に取り組むとともに、に総合的に取り組むとともに、生活保護基準の見直し生活保護基準の見直し生活保護基準の見直し生活保護基準の見直しを行う。を行う。を行う。を行う。

（生活保護制度の見直し）
附則第二条 政府は、生活保護制度に関し、次に掲げる措置その他必要な見直しを行うものとする。
一 不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けて

いる世帯に属する者の就労の促進その他の必要な見直しを早急に行うこと。
二 生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、保護を受けている世帯に属する子どもが成人に

なった後に再び保護を受けることを余儀なくされることを防止するための支援の拡充を図るとともに、就労が困難
でない者に関し、就労が困難な者とは別途の支援策の構築、正当な理由なく就労しない場合に厳格に対処する措置
等を検討すること。

（生活保護制度の見直し）
附則第二条 政府は、生活保護制度に関し、次に掲げる措置その他必要な見直しを行うものとする。
一 不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けて

いる世帯に属する者の就労の促進その他の必要な見直しを早急に行うこと。
二 生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、保護を受けている世帯に属する子どもが成人に

なった後に再び保護を受けることを余儀なくされることを防止するための支援の拡充を図るとともに、就労が困難
でない者に関し、就労が困難な者とは別途の支援策の構築、正当な理由なく就労しない場合に厳格に対処する措置
等を検討すること。

【【【【社会保障制度改革推進法社会保障制度改革推進法社会保障制度改革推進法社会保障制度改革推進法】】】】（平成（平成（平成（平成24242424年法律第年法律第年法律第年法律第64646464号）号）号）号） 抜粋抜粋抜粋抜粋

○生活保護制度の見直し○生活保護制度の見直し○生活保護制度の見直し○生活保護制度の見直し

○生活保護基準の見直し○生活保護基準の見直し○生活保護基準の見直し○生活保護基準の見直し

生活保護生活保護生活保護生活保護

生活保護制度の見直しと新たな生活困窮者対策の全体像①
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１．生活保護法の改正１．生活保護法の改正１．生活保護法の改正１．生活保護法の改正

〈〈〈〈ポイントポイントポイントポイント〉〉〉〉

支援が必要な人に確実に保護を実施するという考え方は維持しつつ、以下の見直しを実施（今通常国会に法案提
出）

①生活保護受給者の就労・自立の促進生活保護受給者の就労・自立の促進生活保護受給者の就労・自立の促進生活保護受給者の就労・自立の促進（就労自立給付金（※）の創設等）
※保護受給中の就労収入額の範囲で一定額を仮想的に積み立て、安定した職業に就いたことで保護廃止に至った場合に限り支給

②不正・不適正受給対策の強化不正・不適正受給対策の強化不正・不適正受給対策の強化不正・不適正受給対策の強化（地方自治体の調査権限強化、罰則の引上げ等）

③医療扶助の適正化医療扶助の適正化医療扶助の適正化医療扶助の適正化（指定医療機関制度の見直し等） ・後発医薬品の使用促進後発医薬品の使用促進後発医薬品の使用促進後発医薬品の使用促進

２．生活困窮者の就労・自立支援のための新法の制定２．生活困窮者の就労・自立支援のための新法の制定２．生活困窮者の就労・自立支援のための新法の制定２．生活困窮者の就労・自立支援のための新法の制定

〈〈〈〈ポイントポイントポイントポイント〉〉〉〉

生活保護にいたる前の自立支援策の強化を図るため、以下を主な内容とする生活困窮者対策を実施（今通常国会
に法案提出）

①利用者の状況に応じて最適な支援策を早期・包括的に提供する相談支援事業の創設相談支援事業の創設相談支援事業の創設相談支援事業の創設

②離職により住まいを失った人等に対して家賃相当を有期で支給離職により住まいを失った人等に対して家賃相当を有期で支給離職により住まいを失った人等に対して家賃相当を有期で支給離職により住まいを失った人等に対して家賃相当を有期で支給

③生活訓練や社会訓練等を含む就労支援策の創設就労支援策の創設就労支援策の創設就労支援策の創設

④生活困窮家庭の子どもへの学習支援等の実施生活困窮家庭の子どもへの学習支援等の実施生活困窮家庭の子どもへの学習支援等の実施生活困窮家庭の子どもへの学習支援等の実施 等

３．生活保護基準の見直し３．生活保護基準の見直し３．生活保護基準の見直し３．生活保護基準の見直し

〈〈〈〈ポイントポイントポイントポイント〉〉〉〉
以下の考え方により生活保護基準の見直しを実施（平成２５年度予算案に反映）

①年齢・世帯人員・地域差による影響の調整年齢・世帯人員・地域差による影響の調整年齢・世帯人員・地域差による影響の調整年齢・世帯人員・地域差による影響の調整

②前回（平成２０年）の見直し以降の物価の動向の勘案物価の動向の勘案物価の動向の勘案物価の動向の勘案

③必要な激変緩和措置の実施激変緩和措置の実施激変緩和措置の実施激変緩和措置の実施

生活保護制度の見直しと新たな生活困窮者対策の全体像②
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４つの基本的視点４つの基本的視点

○自立と尊厳
すべての生活困窮者の社会的経済的な自立を実現するための支援は、

生活困窮者一人一人の尊厳と主体性を重んじたものでなければならな
い。人々の内面からわき起こる意欲や幸福追求に向けた想いは、生活支
援が依拠するべき最大のよりどころであり、こうした意欲や想いに寄り添っ

てこそ効果的な支援がすすめられる。

○自立と尊厳
すべての生活困窮者の社会的経済的な自立を実現するための支援は、

生活困窮者一人一人の尊厳と主体性を重んじたものでなければならな
い。人々の内面からわき起こる意欲や幸福追求に向けた想いは、生活支
援が依拠するべき最大のよりどころであり、こうした意欲や想いに寄り添っ

てこそ効果的な支援がすすめられる。

○つながりの再構築
生活困窮者が孤立化し自分に価値を見出せないでいる限り、主体的な

参加へ向かうことは難しい。一人一人が社会とのつながりを強め周囲から
承認されているという実感を得ることができることは、自立に向けて足を踏
み出すための条件である。新たな生活支援体系は、地域社会の住民をは
じめとする様々な人々と資源を束ね、孤立している人々が地域社会の一
員として尊ばれ、多様なつながりを再生・創造できることを目指す。そのつ
ながりこそ人々の主体的な参加を可能にし、その基盤となる。

○つながりの再構築
生活困窮者が孤立化し自分に価値を見出せないでいる限り、主体的な

参加へ向かうことは難しい。一人一人が社会とのつながりを強め周囲から
承認されているという実感を得ることができることは、自立に向けて足を踏
み出すための条件である。新たな生活支援体系は、地域社会の住民をは
じめとする様々な人々と資源を束ね、孤立している人々が地域社会の一
員として尊ばれ、多様なつながりを再生・創造できることを目指す。そのつ
ながりこそ人々の主体的な参加を可能にし、その基盤となる。

○子ども・若者の未来
生活困窮の結果、子どもたちが深く傷つき、若者たちが自らの努力では

如何ともしがたい壁の前で人生をあきらめることがあってはならない。それ
はこの国の未来を開く力を大きく損なうことになる。生活支援体系は、次世
代が可能なかぎり公平な条件で人生のスタートを切ることができるように、
その条件形成を目指す。

○子ども・若者の未来
生活困窮の結果、子どもたちが深く傷つき、若者たちが自らの努力では

如何ともしがたい壁の前で人生をあきらめることがあってはならない。それ
はこの国の未来を開く力を大きく損なうことになる。生活支援体系は、次世
代が可能なかぎり公平な条件で人生のスタートを切ることができるように、
その条件形成を目指す。

○信頼による支え合い
新しい生活支援の体系は、自立を支え合う仕組みであり、社会の協力で

自助を可能にする制度である。したがってここでは、まず制度に対する国
民の信頼が不可欠となる。制度に対する国民の信頼を強めるため、生活
保護制度についての情報を広く提供し理解を広げつつ、信頼を損なうよう
な制度運用の実態があればこれを是正していく必要がある。

○信頼による支え合い
新しい生活支援の体系は、自立を支え合う仕組みであり、社会の協力で

自助を可能にする制度である。したがってここでは、まず制度に対する国
民の信頼が不可欠となる。制度に対する国民の信頼を強めるため、生活
保護制度についての情報を広く提供し理解を広げつつ、信頼を損なうよう
な制度運用の実態があればこれを是正していく必要がある。

３つの支援のかたち３つの支援のかたち

○包括的・個別的な支援
尊厳ある自立に向けた支援は、心身の不調、

知識や技能の欠落、家族の問題、家計の破
綻、将来展望の喪失など、多様な問題群に包
括的に対処するべきものである。いわゆる縦割
り行政を超えて、地域において多様なサービス
が連携し、できる限り一括して提供される条件
が必要である。他方において、自立を困難にし
ている要因群は、その人ごとに異なったかたち
で複合している。生活困窮者それぞれの事情
や想いに寄り添いつつ、問題の打開を図る個
別的な支援をおこなうべきである。

○包括的・個別的な支援
尊厳ある自立に向けた支援は、心身の不調、

知識や技能の欠落、家族の問題、家計の破
綻、将来展望の喪失など、多様な問題群に包
括的に対処するべきものである。いわゆる縦割
り行政を超えて、地域において多様なサービス
が連携し、できる限り一括して提供される条件
が必要である。他方において、自立を困難にし
ている要因群は、その人ごとに異なったかたち
で複合している。生活困窮者それぞれの事情
や想いに寄り添いつつ、問題の打開を図る個
別的な支援をおこなうべきである。

○早期的・継続的な支援
職を失うなどして生活困窮に陥り、社会とのつ

ながりを弱めた時、できるだけ早期に対処する
ことが支援の効果を高める。生活困窮者が、引
きこもりなどで地域社会から見えにくくなったり、
窓口相談にやってくる気力を失っていたりする
こともふまえて、訪問型も含めた早期対応が図
られることが大切である。

○早期的・継続的な支援
職を失うなどして生活困窮に陥り、社会とのつ

ながりを弱めた時、できるだけ早期に対処する
ことが支援の効果を高める。生活困窮者が、引
きこもりなどで地域社会から見えにくくなったり、
窓口相談にやってくる気力を失っていたりする
こともふまえて、訪問型も含めた早期対応が図
られることが大切である。

○分権的・創造的な支援
個々人の事情と段階に応じ、想いに寄り添っ

た支援は、社会福祉協議会、社会福祉法人、Ｎ
ＰＯや社会貢献の観点から事業を実施する民
間企業などのいわゆる社会的企業、民生委員・
児童委員その他様々なインフォーマルな支援
組織など、民間の柔軟で多様な取組が活かさ
れ、国や自治体がこれをしっかり支えることで
可能になる。すでに地域ごとに多様な民間団体
が活動を展開しており、その達成は新たな生活
支援体系においても継承されていくべきであ
る。

○分権的・創造的な支援
個々人の事情と段階に応じ、想いに寄り添っ

た支援は、社会福祉協議会、社会福祉法人、Ｎ
ＰＯや社会貢献の観点から事業を実施する民
間企業などのいわゆる社会的企業、民生委員・
児童委員その他様々なインフォーマルな支援
組織など、民間の柔軟で多様な取組が活かさ
れ、国や自治体がこれをしっかり支えることで
可能になる。すでに地域ごとに多様な民間団体
が活動を展開しており、その達成は新たな生活
支援体系においても継承されていくべきであ
る。

「４つの基本的視点」と「３つの支援のかたち」
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生活保護法の一部を改正する法律案について

４．医療扶助の適正化
○ 指定医療機関制度について、指定（取消）に係る要件を明確化するとともに、指定の更新制を導入する。
○ 医師が後発医薬品の使用を認めている場合には、受給者に対し後発医薬品の使用を促すこととする。（※）
○ 国（地方厚生局）による医療機関への直接の指導を可能とする。

１．就労による自立の促進
○ 安定した職業に就くことにより保護からの脱却を促すための給付金を創設する。

３．不正・不適正受給対策の強化等
○ 福祉事務所の調査権限を拡大する（就労活動等に関する事項を調査可能とするとともに、官公署の回答

義務を創設する。）。
○ 罰則の引上げ及び不正受給に係る返還金の上乗せをする。
○ 不正受給に係る返還金について、本人の事前申出を前提に保護費と相殺する。
○ 福祉事務所が必要と認めた場合には、その必要な限度で、扶養義務者に対して報告するよう求めること

とする。

２．健康・生活面等に着目した支援
○ 受給者それぞれの状況に応じた自立に向けての基礎となる、自ら、健康の保持及び増進に努め、また、
収入、支出その他生計の状況を適切に把握することを受給者の責務として位置づける。(※)

平成２６年４月１日（一部(※)平成２５年１０月１日）

必要な人には確実に保護を実施するという基本的な考え方を維持しつつ、今後とも生活保護制度が国民の信
頼に応えられるよう、就労による自立の促進、不正受給対策の強化、医療扶助の適正化等を行うための所要の
措置を講ずる。

施行期日施行期日施行期日施行期日

主な改正内容主な改正内容主な改正内容主な改正内容

19

生活困窮者自立支援法案の概要

１．自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給（必須事業）
○ 福祉事務所設置自治体は、「自立相談支援事業」（就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のための

プラン作成等）を実施する。
※ 自治体直営のほか、社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO等への委託も可能（他の事業も同様）。

○ 福祉事務所設置自治体は、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当の「住居確保給付金」（有
期）を支給する。

２．就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計相談支援事業等の実施（任意事業）
○ 福祉事務所設置自治体は、以下の事業を行うことができる。

・ 就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する「就労準備支援事業」
・ 住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う「一時生活支援事業」
・ 家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を行う「家計相談支援事業」
・ 生活困窮家庭の子どもへの「学習支援事業」その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業

３．都道府県知事等による就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）の認定
○ 都道府県知事、政令市長、中核市長は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を行うとともに、就

労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する場合、その申請に基づき一定の基
準に該当する事業であることを認定する。

４．費用
○ 自立相談支援事業、住居確保給付金：国庫負担３／４
○ 就労準備支援事業、一時生活支援事業：国庫補助２／３
○ 家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業：国庫補助１／２

法案の概要法案の概要法案の概要法案の概要

施行期日施行期日施行期日施行期日 平成２７年４月１日

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の
実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる。
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新たな生活困窮者支援システム
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◆◆◆◆「「「「中間的就労中間的就労中間的就労中間的就労」」」」のののの推進推進推進推進
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成

◆◆◆◆家計相談支援事業家計相談支援事業家計相談支援事業家計相談支援事業
・家計再建に向けたきめ細かな相談・支援

・家計再建資金貸付のあっせん

◆◆◆◆「「「「住居確保給付金住居確保給付金住居確保給付金住居確保給付金」」」」のののの支給支給支給支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆◆◆◆学習等支援学習等支援学習等支援学習等支援
・生活困窮家庭のこどもに対する学習支援や保護者への進学助言
を実施

◆◆◆◆自立相談支援事業自立相談支援事業自立相談支援事業自立相談支援事業

・訪問支援（アウトリーチ）も含
め、生活保護に至る前の段階
から早期に支援

・ワンストップ型の相談窓口によ
り、情報とサービスの拠点とし
て機能

・一人ひとりの状況に応じ自立
に向けた支援計画を作成

・地域ネットワークの強化など
地域づくりも担う

包括的な相談支援

◇◇◇◇ハローワークとのハローワークとのハローワークとのハローワークとの一体的支援一体的支援一体的支援一体的支援
・自治体とハローワークによる一体的な就労支援体制の全国整備
等により早期支援を推進

就労に一定期
間を要する者

◆◆◆◆就労準備支援事業就労準備支援事業就労準備支援事業就労準備支援事業
・就労に向けた日常・社会的自立のための訓練

家計から
生活再建を
考える者

再就職のため
に居住の確保
が必要な者

緊急に衣食住
の確保が
必要な者

貧困の連鎖の
防止

◆◆◆◆一時生活支援事業一時生活支援事業一時生活支援事業一時生活支援事業
・住居喪失者に対し支援方針決定までの間衣食住を提供

なお一般就労が困難な者

就労支援

家計再建支援

居住確保支援

子ども・若者支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援

基本は現金給付ではなく自立に向

けた人的支援を、有期により提供

早期就労が
見込まれる者

緊急的な支援

自立相談支援事業について

○ 福祉事務所設置自治体が直営又は委託により自立相談支援事業を実施。

○ 自立相談支援事業は、生活困窮者からの相談を受け、

① 生活困窮者の抱えている課題を評価・分析（アセスメント）し、そのニーズを把握

② ニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画を策定

③ 自立支援計画に基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を実施

等の業務を行う。

新事業の概要新事業の概要新事業の概要新事業の概要

○ 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期自立を支援。

○ 生活困窮者に対する相談支援機能の充実により、福祉事務所の負担軽減とともに、社会資源の活性
化、地域全体の負担軽減が可能に。

期待される効果期待される効果期待される効果期待される効果
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包括的・継続的な支援包括的・継続的な支援包括的・継続的な支援包括的・継続的な支援

各分野の支援事業・支援機関各分野の支援事業・支援機関各分野の支援事業・支援機関各分野の支援事業・支援機関

一時支援
就労準備支援、就労訓練事業

住居確保給付金

家計相談支援

学習支援

総合的なアセ総合的なアセ総合的なアセ総合的なアセ
スメントスメントスメントスメント

本人の主体性と
多様性を重視

自立生活のための自立生活のための自立生活のための自立生活のためのプランの作プランの作プランの作プランの作
成成成成

○○○○再アセスメント再アセスメント再アセスメント再アセスメント
によるによるによるによる 評価評価評価評価

○プランの見直し○プランの見直し○プランの見直し○プランの見直し

早期把握

フォローアップ

等等等等

自立相談支援事業自立相談支援事業自立相談支援事業自立相談支援事業
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就労に向けた支援の充実・強化

◎◎◎◎ 生活困窮者の就労に向けた支援を充実・強化するため、就労準備支援事業の創設、就労生活困窮者の就労に向けた支援を充実・強化するため、就労準備支援事業の創設、就労生活困窮者の就労に向けた支援を充実・強化するため、就労準備支援事業の創設、就労生活困窮者の就労に向けた支援を充実・強化するため、就労準備支援事業の創設、就労訓練訓練訓練訓練
事業の場の提供の推進等により、本人のステージに応じたきめ細かな支援策を実施する。事業の場の提供の推進等により、本人のステージに応じたきめ細かな支援策を実施する。事業の場の提供の推進等により、本人のステージに応じたきめ細かな支援策を実施する。事業の場の提供の推進等により、本人のステージに応じたきめ細かな支援策を実施する。

本人のステージに応じた支援本人のステージに応じた支援本人のステージに応じた支援本人のステージに応じた支援

○自治体とハローワークとが○自治体とハローワークとが○自治体とハローワークとが○自治体とハローワークとが
一体となった就労支援一体となった就労支援一体となった就労支援一体となった就労支援

○自治体自ら実施する○自治体自ら実施する○自治体自ら実施する○自治体自ら実施する
就労支援就労支援就労支援就労支援○就労準備支援事業の創設○就労準備支援事業の創設○就労準備支援事業の創設○就労準備支援事業の創設

・就労体験等を通じた訓練・就労体験等を通じた訓練・就労体験等を通じた訓練・就労体験等を通じた訓練

・生活習慣確立のための指導や地域活動への・生活習慣確立のための指導や地域活動への・生活習慣確立のための指導や地域活動への・生活習慣確立のための指導や地域活動への
参加等の日常・社会生活自立のための訓練参加等の日常・社会生活自立のための訓練参加等の日常・社会生活自立のための訓練参加等の日常・社会生活自立のための訓練

一般就労一般就労一般就労一般就労

日常生活日常生活日常生活日常生活
自立自立自立自立

○○○○ 「就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の場」の提供等「就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の場」の提供等「就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の場」の提供等「就労訓練事業（いわゆる中間的就労）の場」の提供等
・・・・ 直ちに一般就労を目指すことが困難な人に対して、直ちに一般就労を目指すことが困難な人に対して、直ちに一般就労を目指すことが困難な人に対して、直ちに一般就労を目指すことが困難な人に対して、

支援付きの就業の機会の提供などを行う支援付きの就業の機会の提供などを行う支援付きの就業の機会の提供などを行う支援付きの就業の機会の提供などを行う
「「「「就労訓練事業就労訓練事業就労訓練事業就労訓練事業」の場の提供等を支援」の場の提供等を支援」の場の提供等を支援」の場の提供等を支援

社会参加社会参加社会参加社会参加

就労就労就労就労訓練事業訓練事業訓練事業訓練事業
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